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相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例 

 (目的) 

第１条 この条例は、自転車の安全で適正な利用(以下「自転車の安全適正利用」

という。)について、市、市民等、事業者及び関係団体の責務を明らかにすると

ともに、市が実施する施策の基本的事項を定めることにより、市、市民等、事業

者及び関係団体が協働して自転車の安全適正利用に関する取組を展開し、もって

自転車に関する事故の防止、自転車の秩序ある利用の推進及び自転車を安全に安

心して利用できる環境の形成に寄与することを目的とする。 

 (定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）自転車 道路交通法(昭和３５年法律第１０５号。以下「法」という。)第



                    

２条第１項第１１号の２に規定する自転車をいう。 

（２）自動車 法第２条第１項第９号に規定する自動車をいう。 

（３）原動機付自転車 法第２条第１項第１０号に規定する原動機付自転車をいう。 

（４）市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在する者をいう。 

（５）保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護す

るものをいう。 

（６）事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。 

（７）関係団体 交通安全に関する活動を行う団体をいう。 

 (市の責務) 

第３条 市は、市民等、事業者、関係団体、神奈川県及び国との相互の連携及び協

力の下、自転車の安全適正利用の促進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、

これを実施しなければならない。 

２ 市は、市民等に対し、自転車の安全適正利用を促進するための交通安全教育及

び啓発活動を行わなければならない。 

３ 市は、市民等、事業者及び関係団体が実施する自転車の安全適正利用に関する

取組を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。 

４ 市は、自転車の安全な利用の促進に資するよう、道路環境の整備に努めなけれ

ばならない。 

(市民等の責務) 

第４条 市民等は、自転車の安全適正利用に関する理解を深め、法、自転車の安全

利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和５５年法律

第８７号。以下「自転車法」という。)その他の関係法令(以下「自転車関係法

令」という。)の遵守、自転車の利用に関する知識の習得及び家庭、地域等にお

ける自転車の安全な利用の啓発その他の自転車の安全適正利用に関する取組を自

主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。 

２ 市民等は、市が実施する自転車の安全適正利用の促進に関する施策に協力する

よう努めるものとする。 

 (事業者の責務) 

第５条 事業者は、自転車の安全適正利用に関する理解を深め、その従業員に対し、

自転車関係法令の遵守に係る啓発並びに自転車に係る点検及び整備の必要性等の

教育を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。 



                    

２ 事業者は、市が実施する自転車の安全適正利用の促進に関する施策に協力する

よう努めるものとする。 

 (関係団体の責務) 

第６条 関係団体は、自転車の安全適正利用に関する市民等の理解が深まるよう自

転車の安全適正利用の促進に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなけ

ればならない。 

２ 関係団体は、市が実施する自転車の安全適正利用に関する施策に協力するよう

努めるものとする。 

 (交通安全教育等) 

第７条 保護者は、その監護する未成年者が自転車を安全かつ適正に利用するため

に必要な教育を行うよう努めなければならない。 

２ 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１条に規定する小学校、中学校、高等

学校その他の教育機関(次項に規定するものを除く。)の長は、児童又は生徒に対

して、その発達段階に応じた自転車の安全適正利用に関する教育を実施するよう

努めなければならない。 

３ 学校教育法第１条に規定する大学その他の教育研究機関の長は、学生に対して、

自転車の安全適正利用の方法について理解が深まるよう啓発に努めなければなら

ない。 

(自転車小売業者等の情報提供) 

第８条 自転車の小売を業とする者(以下「自転車小売業者」という。)及び自転車

の貸付けを業とする者(以下「自転車貸付業者」という。)は、自転車を購入しよ

うとする者(以下「自転車購入者」という。)及び自転車を借り受けようとする者

に対し、自転車の安全適正利用の方法その他自転車の安全適正利用に関する必要

な情報の提供を行うよう努めなければならない。 

(自転車利用者及び自動車等の運転者の遵守事項) 

第９条 市民等のうち自転車を利用する者(以下「自転車利用者」という。)は、自

転車関係法令を遵守するとともに、歩行者の通行に十分配慮し、又は自動車、原

動機付自転車その他の車両に注意して自転車を利用しなければならない。 

２ 自転車利用者は、車輪の側面に反射器材を備える等、より安全性に配慮した自

転車を利用するよう努めなければならない。 

３ 自動車、原動機付自転車その他の車両を運転する者は、交通の危険及び事故を



                    

防止するため、自転車の側方を通過するときは、当該自転車との間に安全な間隔

を保ち、又は徐行するよう努めなければならない。 

 (乗車用ヘルメットの着用) 

第１０条 保護者は、幼児若しくは児童が道路で自転車を運転するとき又は幼児若

しくは児童を道路で自転車に乗車させるときは、当該幼児又は児童に対し、乗車

用ヘルメットその他の交通事故による被害の軽減に資する器具を使用させるよう

努めなければならない。 

２ 高齢者、障害者等で自転車の利用に当たり配慮を必要とするものの同居者等は、

その者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の自転車の安全適正利用に関する

事項について必要な助言をするよう努めなければならない。 

３ 市は、乗車用ヘルメットの普及を図るため、着用による交通事故の被害の軽減

等の情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

(自転車の点検整備及び防犯対策) 

第１１条 自転車利用者及び自転車貸付業者その他事業活動において自転車を利用

させる者は、その利用又は事業の用に供する自転車について、必要な点検及び整

備を行うよう努めなければならない。 

２ 保護者は、その監護する未成年者が利用する自転車について、必要な点検及び

整備を行い、又は事業者に点検及び整備を依頼するよう努めなければならない。 

３ 自転車利用者は、その利用する自転車について、自転車法第１２条第３項の防

犯登録を受けるとともに、適切な施錠等自転車の盗難を防止するための措置を講

じるよう努めなければならない。 

(自転車損害賠償保険等の加入) 

第１２条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(その自転車の利用に係る事故

により生じた他人の生命又は身体の損害を填補することができる保険又は共済を

いう。以下同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外

の者により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられてい

るときは、この限りでない。 

２ 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該利用に係る

自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者

により、当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置が講じられていると

きは、この限りでない。 



                    

３ 事業者は、その事業活動において従業者に自転車を利用させるときは、当該利

用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。 

４ 市、関係団体及び自転車損害賠償保険等を引き受ける保険者等は、自転車損害

賠償保険等に加入する者の利便に資するため、相互の連携及び協力の下、保険料

及び賠償事例等自転車損害賠償保険等に関する情報の提供その他の措置を講ずる

ものとする。 

(自転車損害賠償保険等の加入の確認等) 

第１３条 自転車小売業者は、自転車を販売するときは、自転車購入者に対し、当

該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措置の有無を確認しなけれ

ばならない。 

２ 自転車小売業者は、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の措

置が講じられていることを確認できないときは、自転車購入者に対し、自転車損

害賠償保険等の加入に関する情報を提供し、自転車損害賠償保険等の加入を勧奨

するものとする。 

３ 自転車貸付業者は、自転車を借り受けようとする者に対し、自転車損害賠償保

険等を付した自転車を貸し付けなければならない。 

 (委任) 

第１４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１２条及び第１３条の規定は、

平成３０年７月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  自転車に関する事故の防止、自転車の秩序ある利用の推進及び自転車を安全に

安心して利用できる環境を形成するため、自転車の安全適正利用に係る市、市民

等、事業者及び関係団体の責務並びに市が実施する施策の基本的事項について所

要の定めをいたしたく提案するものである。 

 



議提議案第８号 

 

相模原市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正す 

る条例について 

相模原市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。 

 

平成２９年１２月１４日提出 

 

提出者 相模原市議会議員 稲 垣   稔 

提出者 相模原市議会議員 山 岸 一 雄 

提出者 相模原市議会議員 寺 田 弘 子 

提出者 相模原市議会議員 江 成 直 士 

提出者 相模原市議会議員 小 田 貴 久 

提出者 相模原市議会議員 栄   裕 明 

 

相模原市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正す 

る条例 

第１条 相模原市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(昭和３１年相 

模原市条例第２８号)の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１７０」を「１００分の１７５」に改める。 

第２条 相模原市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１５５」を「１００分の１５７．５」に、「１００

分の１７５」を「１００分の１７２．５」に改める。 

   附 則 

 (施行期日等) 

１ この条例は、平成３０年１月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、同

年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の相模原市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関す

る条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成２９年１２月１



日から適用する。 

(期末手当の内払) 

３ 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による

改正前の相模原市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づい

て支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払と

みなす。 

 

提案の理由 

  国の特別職の職員に対する期末手当並びに本市の一般職の職員に対する期末手

当及び勤勉手当の支給割合等を勘案し、市議会議員の期末手当の支給割合に係る

規定を改正いたしたく提案するものである。 

 

  



議提議案第８号関係資料 

 

   相模原市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

 期末手当の支給割合の改定(第１条及び第２条関係) 

                   単位：月 

区分 
現行 改定後 

6月期 12月期 合計 6月期 12月期 合計 

市議会議員 1.55 1.7 3.25 

1.55 1.75 3.3 

1.575 1.725 3.3 

備考 改定後の欄の上段は平成２９年度の支給割合、下段は平成３０年度以降の

支給割合 

２ 施行期日等 

平成３０年１月１日。ただし、平成３０年度以降の期末手当の支給割合に係る

規定は、同年４月１日から施行し、平成２９年度の期末手当の支給割合に係る規

定は、平成２９年１２月１日から適用するもの 

 

 



議提議案第９号 

 

「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の規定に基 

づく補助率等のかさ上げ措置の継続を求める意見書 

 最も生活に密着した社会資本である道路は、交流人口・物流を増大させ、地域の

連携による都市の成長をもたらすストック効果が期待されるとともに、災害時には

救援活動や、復旧、復興に欠かせない重要な施設である。 

 本市では、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）相模原インターチェンジ、相模原

愛川インターチェンジ周辺をはじめとする産業・物流の結節点の拠点形成のため、

アクセス道路を中心としたネットワーク形成を進めているところである。今後、広

域交流拠点の形成には近隣市との連携を強化し、交流人口の増加や地域経済の持続

的発展を支える道路整備が不可欠である。 

 また、東日本大震災、熊本地震においては、道路の被災により、救援物資の輸送

の遅れや一般道路に慢性的な渋滞が発生するなど、広範囲に影響が及んだことで、

道路の必要性を改めて認識したところである。 

 このような中、現在、道路事業については「道路整備事業に係る国の財政上の特

別措置に関する法律」（道路財特法）の規定に基づき、地域高規格道路や交付金事

業の補助率等が５５パーセントまでかさ上げされているが、この規定は平成２９年

度までの時限措置となっており、補助率等の低減は、ストック効果の発現やまちの

持続的発展において、影響は計り知れないものである。 

 よって、本市議会は、国会及び政府におかれて、次の事項について実現を図られ

るよう強く要望するものである。 

１ 道路財特法の補助率等のかさ上げを平成３０年度以降も継続すること。また、

必要な公共事業関係の予算を確保すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

相 模 原 市 議 会 

 

国    会 

内    閣 

 

   あ て 



平成２９年１２月２２日提出 

 

提出者 相模原市議会議員 小野沢 耕 一 

提出者 相模原市議会議員 久保田 浩 孝 

提出者 相模原市議会議員 山 下 伸一郎 

提出者 相模原市議会議員 小 田 貴 久 

提出者 相模原市議会議員 臼 井 貴 彦 

提出者 相模原市議会議員 小 野   弘 

提出者 相模原市議会議員 石 川 将 誠 

提出者 相模原市議会議員 五十嵐 千 代 

提出者 相模原市議会議員 西 家 克 己 

 


